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 令和５年６月定例会 総務建設委員会記録  

                                     令和５年６月22日（木） 

午前９時58分 

全員協議会室 

 

付託案件 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて 

（有田市税条例の一部を改正する条例） 

議案第30号 組織改編に伴う関係条例の整備に関する条例 

議案第31号 有田市火災予防条例の一部を改正する条例 

議案第35号 有田市立病院事業会計資本剰余金の処分及び資本金の額の 

減少について 

      

出 席 者 

委 員  堀川 明委員長            小西敬民副委員長  

浜口元司委員           福永広次委員 

生駒三雄委員       岡田行弘委員 

       上山寿示委員 

 

       西口正助議長 

 

経営管理部  嶋田博之部長       早川ちひろ理事 

脇村哲弘理事       若松伸行税務課長 

       山本経営企画課長     瀧谷年克病院改革参与 

     福永晃久病院企画室長   中尾一之防災安全課長 

     桃井克博秘書広報課長   吉野清誠総務課長 

     若松伸行税務課長     上野山緑市民税係長 

     尾藤寿彦資産税係長    南村敏嗣収納係長 

     濱口 裕総務係長 

 

経済建設部  上田敏寛部長       梅本陽子理事 

       石井滝称ふるさと創生室長 児嶋利樹産業振興課長 

大浦秀和有田みかん課長  泉 泰朗都市整備課長 

       中尾幸平計画整備係長   嘉藤峰征公共建築係長 

       名倉健策計画整備係主任 

 

消 防 本 部  鎌田利宏消防長      武田一之次長 

鎌田竜二総務課長    嶋田晃宏警防課長 

宮井康次警防課主幹 

 



2 

議会事務局  田中 聡局長      石井義人次長 

大谷真也書記 

 

開   会 

 

○堀川委員長： おはようございます。ただいまより、総務建設委員会を開会いたします。

まず、議事に入る前に、４月１日付の人事異動に伴う説明員の紹介をお願いします。 

 

（説明員の紹介） 

 

○堀川委員長： 説明員の紹介は終わりました。議事に入る前に、当局より議案第35号に関

する追加資料がお手元にあると思いますけれども、皆様に配付しておりますので、また35号

のときにご照覧ください。それでは、これより 議事に入ります。まず、「議案 第28号、専

決処分の承認を求めることについて（有田市税条例の一部を改正する条例）」を議題といた

します。当局の説明を求めます。 

 

（議案第28号 若松税務課長 説明） 

 

○堀川委員長： 説明は終わりました。次に、質疑を認めます。ご質疑ありませんか。 

〇委  員： なし 

 

質疑なし  採 決  （ 承 認 ） 

 

次に、「議案 第30号組織改編に伴う関係条例の整備に関する条例」を議題といたします。 

当局の 説明を求めます。 

 

（議案第30号 吉野総務課長 説明） 

 

○堀川委員長： 説明は終わりました。次に、質疑を認めます。ご質疑ありませんか。 

〇委  員： なし              

 

質疑なし  採 決  （ 可 決 ） 

 

○堀川委員長： 次に、「議案 第31号 有田市火災予防条例の一部を改正する条例」を議題

といたします。当局の説明を求めます。 

 

（議案第31号 嶋田晃宏警防課長 説明） 

 

○堀川委員長： 説明は終わりました。次に、質疑を認めます。ご質疑ありませんか。 

〇岡田委員： 参考に聞かせていただきたいのですが、急速充電器の設備について、消防署
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への届け出のルールはどうなっているのでしょうか。 

〇嶋田警防課長： 50kw以上の電力に関しては、消防の方へ届け出が必要となってきます。 

〇岡田委員： 急速充電器の設備は市内にないと聞いたが、県内にもの自体はあるのか。 

〇嶋田警防課長： 現在、有田市には設置箇所はございませんが、県下にもある所はござい

ます。例えば、ファミリーマートの駐車場に５箇所設置してございます。 

○堀川委員長： 他にご質疑ございませんか。 

〇委  員： なし 

 

質疑終了  採 決  （ 可 決 ） 

 

○堀川委員長： 次に、「議案 第35号、有田市立病院事業会計資本剰余金の処分及び資本金

の額の減少について」を議題といたします。当局の説明を求めます。 

 

（議案第35号 山本経営企画課長 説明） 

 

○堀川委員長： 説明は終わりました。次に、質疑を認めます。ご質疑ありませんか。 

〇小西委員： 地方公益企業法第32条第３項及び４項の規定により、措置が追加されて議会

の議決を得て、こういう減資ができるということを初めて知りましたけれども、今までの

努力をしてきた 1945年から勘定をしますと、たいへんな累積額があったのを整理すると

いうのは大いに結構なことで、有田市の市民病院に関する残った返済であるとか、資本金

の充実であるとか、非常に明確になったというふうに思います。地方公益企業法第32条と

いうのは、大まかに言うと、当市において病院事業以外に、これに係るところはあります

か。ないですか。 

〇福永病院企画室長： 病院会計の他、上水道事業もあると思われます。 

〇小西委員： ありがとうございます。以上です。 

○堀川委員長： ほかにご質疑ありませんか。 

〇委  員： なし  

 

質疑終了  採 決  （ 可 決 ） 

 

午前10時21分  閉 会 

 


